
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

交
付（
受
取
）・電
子
証
明
書

の
更
新
手
続
き

休
日
開
庁
日
の
変
更

支払率（9割を上限として選択）

（注） 5年以上の青色申告実績がある方の場合

・基準収入は過去5年間の平均収入を基本
・保険期間の営農計画も考慮して設定

100%

90%

80%
積立方式

保険方式
で
補てん

基準収入

保険期間の
収入

自己責任部分

収
入
減
少

労
働
保
険
に
加
入
し
て
い
ま
す
か

Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｉ
長
野
か
ら
の
お
知
ら
せ

収
入
保
険
は
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ス
ク
か
ら
農
業
経
営
を
守
り
ま
す
！

　

11
月
は「
労
働
保
険
未
手
続
事

業
一
掃
強
化
期
間
」で
す
。「
労

働
保
険
」と
は
、「
労
働
者
災
害

補
償
保
険（
労
災
保
険
）」と「
雇
用

保
険
」と
を
総
称
し
た
言
葉
で
あ

り
、
常
勤
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
の
名
称
や
雇
用
形
態
に
か

か
わ
ら
ず
、
労
働
者
を
一
人
で
も

雇
っ
た
ら
、
労
働
保
険
の
成
立
手

続
を
行
う
義
務
が
あ
り
ま
す
。
手

続
を
行
っ
て
い
な
い
事
業
者
の
方

は
、
速
や
か
に
小
諸
労
働
基
準
監

督
署（
０
２
６
７（
22
）１
７
６
０
）

ま
た
は
、
佐
久
公
共
職
業
安
定
所

（
０
２
６
７（
62
）８
６
０
９
）へ
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　
広
報
や
ま
ゆ
り
７
月
号
で
お
知

ら
せ
し
ま
し
た
休
日
開
庁
に
つ
い

て
、
12
月
の
開
庁
日
が
変
更
に
な

り
ま
し
た
。

変
更
前　
12
月
20
日（
土
）

変
更
後　
12
月
13
日（
土
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

（
受
取
）・
電
子
証
明
書
の
更
新
手

続
き
の
休
日
開
庁
の
詳
細
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

　
町
民
課
住
民
係（

32
）3
1
1
4

・
全
て
の
農
産
物
を
対
象
に
自

然
災
害
や
価
格
低
下
の
ほ
か
、

経
営
努
力
で
は
避
け
ら
れ
な

い
収
入
減
少
を
補
償
し
ま
す
。

・
保
険
期
間
の
収
入
が
基
準
収

入
の
９
割
を
下
回
っ
た
場
合

に
、
下
回
っ
た
額
の
９
割
を

上
限
と
し
て
補
填
し
ま
す
。

収
入
保
険
の
ポ
イ
ン
ト

・
基
準
収
入
が
１
，
０
０
０
万

円
の
場
合
、
初
年
は
掛
捨
て

保
険
料
が

10.8
万
円
、
積
立
金

22.5
万
円
、
事
務
費
が
2.2
万
円

で
す
。

・
保
険
期
間
開
始
前
に
加
入
申

請
を
行
い
ま
す
。

・
保
険
期
間
の
前
年
１
年
分
の

青
色
申
告
の
実
績
が
あ
れ
ば

加
入
で
き
ま
す
。

加
入
申
込
期
限

　
個
人　
12
月
26
日（
金
）

　
法
人　
事
業
年
度
開
始
の

前
日
ま
で

保
険
期
間

　
個
人　
１
月
～
12
月

　
法
人　
事
業
年
度
の
１
年
間

※
収
入
保
険
と
野
菜
価
格
安
定
基

金
と
の
同
時
利
用
は
で
き
ま
せ

ん
。

※
保
険
金
の
受
け
取
り
が
な
け
れ

ば
保
険
料
は
安
く
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

　
N
O
S
A
I
長
野

佐
久
支
所

0
2
6
7（
58
）2
5
8
0

青
色
申
告
を
し
て
い
る
農
業
者
が
加
入
で
き
ま
す

オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
・

児
童
虐
待
防
止
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

こ
ど
も
家
庭
庁
で
は
、「
秋
の

こ
ど
も
ま
ん
な
か
月
間
」の
取
り

組
み
の
一
つ
と
し
て
、
毎
年
11

月
に「
オ
レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
・
児
童

虐
待
防
止
推
進
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

を
実
施
し
て
い
ま
す
。
オ
レ
ン
ジ

リ
ボ
ン
運
動
は
、
こ
ど
も
虐
待
防

止
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
と
し
て
オ

レ
ン
ジ
リ
ボ
ン
を
広
め
る
こ
と
で
、

児
童
虐
待
を
な
く
す
こ
と
を
呼
び

か
け
る
全
国
的
な
啓
発
活
動
で
す
。

【
し
つ
け
と
体
罰
の
違
い
は
？
】

　
し
つ
け
と
は
、
こ
ど
も
の
人
格

や
才
能
な
ど
を
伸
ば
し
、
社
会
に

お
い
て
自
律
し
た
生
活
を
送
れ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
な
ど
の
目
的
か

ら
、
こ
ど
も
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
社

会
性
を
育
む
行
為
で
す
。

　
体
罰
と
は
、
こ
ど
も
の
身
体
に

何
ら
か
の
苦
痛
を
引
き
起
こ
し
、

ま
た
は
不
快
感
を
意
図
的
に
も
た

ら
す
行
為（
罰
）で
す
。

　
体
罰
等
が
こ
ど
も
の
成
長
・
発

達
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
科

学
的
に
も
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、

「
し
つ
け
」と
称
し
た
暴
力
な
ど
も

含
め
、
体
罰
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
、

心
身
に
さ
ま
ざ
ま
な
悪
影
響
が
生

じ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

【
虐
待
と
は
】

●
身
体
的
虐
待

・
殴
る
、
蹴
る

・
激
し
く
揺
さ
ぶ
る

・
戸
外
に
締
め
出
す　
な
ど

●
性
的
虐
待

・
こ
ど
も
へ
の
性
的
行
為

・
性
的
行
為
を
見
せ
る

・
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
の
被
写

体
に
す
る　
な
ど

●
ネ
グ
レ
ク
ト（
保
護
の
怠
慢
）

・
家
に
閉
じ
込
め
る

・
ひ
ど
く
不
潔
に
す
る

・
自
動
車
の
中
に
放
置
す
る

・
重
い
病
気
に
な
っ
て
も
病
院
に

連
れ
て
行
か
な
い

・
食
事
を
与
え
な
い　
な
ど

●
心
理
的
虐
待

・
言
葉
に
よ
る
脅
し

・
無
視
す
る

・
き
ょ
う
だ
い
間
で
の
差
別
的
な

扱
い

・
こ
ど
も
の
前
で
家
族
に
対
し

て
暴
力
を
ふ
る
う
（
ド
メ
ス

テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
）

・
き
ょ
う
だ
い
に
虐
待
行
為
を
行

う　
な
ど

【
相
談
窓
口
】

　
児
童
相
談
所
虐
待
対
応
ダ
イ
ヤ
ル

　
「
１
８
９
」

　
児
童
相
談
所
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

　
０
１
２
０（
１
８
９
）７
８
３

　
佐
久
児
童
相
談
所

　
０
２
６
７（
67
）３
４
３
７

　
町
民
課
こ
ど
も
家
庭
相
談
係

　
０
２
６
７（
31
）０
７
６
７

www.orangeribbon.jp

子ども虐待防止
オレンジリボン

運動

申
請
方
法　

住
民
基
本
台
帳
に

登
録
さ
れ
て
い
る
平
成
19
年
4

月
2
日
～
平
成
22
年
4
月
1
日
生

ま
れ
の
方
に
11
月
中
に
ご
案
内
を

送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
ご
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な

お
、
年
齢
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
対
象
と
な
る
が
ご
案
内
が
届

か
な
い
場
合（
例
：
20
歳
で
通
信

制
高
校
に
就
学
し

て
い
る
な
ど
）は
、

町
Ｈ
Ｐ
を
ご
確
認

い
た
だ
き
、
ご
申

請
く
だ
さ
い
。

支
給
対
象
期
間

　
在
学
中
の
３
年
間
を
上
限
と
し

ま
す
。

受
講
料　
無
料

申
込
方
法　

12
月
８
日（
月
）午

後
５
時
ま
で
に
参
加
申
込
書
を

F
A
X
ま
た
は
メ
ー
ル
で
ご
提
出

く
だ
さ
い（
電
話
で
の
申
し
込
み

も
可
能
）。

※
参
加
申
込
書
は
保
健
福
祉
課

（
役
場
１
階
５
番
窓
口
）で
配
布

し
て
い
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
佐
久
保
健
福
祉
事
務
所

福
祉
課
福
祉
第
二
係

　
０
２
６
７（
63
）３
１
４
３

F
A
X
０
２
６
７（
63
）３
１
１
０

高
等
学
校
等
通
学
応
援
金
申
請
受
付
を
開
始
し
ま
す

共
生
社
会
実
現
の
た
め
の
手
話
講
座  

受
講
者
を
募
集

無
料
法
律
相
談
会
を

開
催

　
高
等
学
校
等
に
就
学
す
る
生
徒

の
保
護
者
の
皆
さ
ま
を
対
象
に
高

等
学
校
等
通
学
応
援
金
を
支
給
し

ま
す
。

対
象
者　

高
等
学
校
等（
高
等
学

校
、
特
別
支
援
学
校
高
等
部
、
高

等
専
門
学
校
、
通
信
制
高
校
な

ど
）に
就
学
す
る
生
徒
の
保
護
者

で
、
町
内
に
居
住
し
、
か
つ
住
民

基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方
。

※
保
護
者
の
所
得
制
限
、
対
象
者

の
年
齢
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

世
帯
員
全
員
が
町
税
等
を
滞
納

し
て
い
な
い
こ
と
が
条
件
で
す
。

支
給
額　
生
徒
1
人
当
た
り

　
月
額
１
，
０
０
０
円

　
　
（
上
限
１
２
，
０
０
０
円
）

　
町
で
は
、
長
野
県
弁
護
士
会
佐

久
在
住
会
と
連
携
し
て
、
無
料
法

律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
債
務

や
相
続
、
契
約
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル

で
お
困
り
の
方
は
、
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
完
全
予
約
制
で
す
。
秘
密

は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の
で
安
心
し

て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

日
時　
12
月
４
日（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

相
談
会
場　
役
場
２
階
相
談
室
５

（
控
室 

役
場
２
階
会
議
室
２
）

申
込
時
間

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
土
日
・
祝
日
を
除
く
）

申
込
締
め
切
り　
11
月
26
日（
水
）

対
象
者　
町
内
在
住
者

相
談
人
数　
４
人（
先
着
順
）

相
談
時
間　
30
分
程
度

そ
の
他　
　
相
談
内
容
に
よ
っ
て

は
、
利
益
相
反
の
事
情
か
ら
相
談

を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま

す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
総
務
課 

行
政
係（

32
）３
１
１
１

　

手
話
や
聴
覚
障
が
い
に
対
す

る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た

め
、
共
生
社
会
実
現
の
た
め
の
手

話
講
座「
楽
し
く
学
ぼ
う
手
話（
入

門
編
）」を
開
催
し
ま
す
。
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

日
時　
12
月
10
日（
水
）

　
　
　
午
後
２
時
～
４
時

場
所　
エ
コ
ー
ル
み
よ
た

２
階　
大
会
議
室

内
容　
ろ
う
者
の
体
験
談
を
聞
き
、

あ
い
さ
つ
や
簡
単
な
日
常
会
話
に

関
す
る
手
話
単
語
を
学
ぶ

申
請
締
め
切
り

　
令
和
８
年
３
月
31
日（
火
）

問
い
合
わ
せ
先

　
教
育
委
員
会
学
校
教
育
係

（
32
）9
1
0
0

　
長
野
県
内
の
事
業
場
で
働
く
全

て
の
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る「
長

野
県
最
低
賃
金
」が
、
令
和
７
年

10
月
３
日
か
ら
時
間
額
１
，
０
６

１
円
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
機
会
に
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
対
象
と
な
る
賃
金
は
、

通
常
の
労
働
時
間
・
労
働
日
に
対

応
す
る
賃
金
で
、
臨
時
に
支
払
わ

れ
る
賃
金
、
精
皆
勤
手
当
、
通
勤

手
当
お
よ
び
家
族
手
当
な
ど
は
含

ま
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
中
小
企
業
・
小
規
模
事

業
者
等
に
対
す
る
賃
金
の
引
き
上

げ
の
環
境
整
備
、
雇
用
の
維
持
を

図
る
た
め
の
支
援
策
を
実
施
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

「
最
低
賃
金
」に
つ
い
て

　
長
野
労
働
局労

働
基
準
部
賃
金
室

０
２
６（
２
２
３
）０
５
５
５

「
業
務
改
善
助
成
金
」に
つ
い
て

　
長
野
労
働
局雇

用
環
境
・
均
等
室

０
２
６（
２
２
３
）０
５
６
０

「
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
」

に
つ
い
て

　
長
野
労
働
局
職
業
対
策
課

０
２
６（
２
２
６
）０
８
６
６

長
野
県
最
低
賃
金
改
正

の
お
知
ら
せ
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